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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 6 月 1 4 日 ( 2 0 2 3 . 6 . 1 4 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 船 倉 の 上 部 開 口 を 開 閉 す る ス ラ イ ド 式 ハ ッ チ カ バ ー が 開 い た と き に 形 成 さ れ る ハ ッ チ 口  
を 覆 う よ う に 構 成 さ れ た 装 置 本 体 と 、
　 前 記 装 置 本 体 に 設 け ら れ 前 記 ス ラ イ ド 式 ハ ッ チ カ バ ー 上 に 載 置 さ れ る 基 部 と 、
　 弾 性 材 料 に よ り 形 成 さ れ 、 前 記 基 部 の 側 面 部 に 着 脱 可 能 に 取 り 付 け ら れ る 基 端 部 と 、 前  
記 基 端 部 か ら 下 方 に 延 び て 前 記 ス ラ イ ド 式 ハ ッ チ カ バ ー に 接 触 さ れ る 先 端 部 と を 有 す る シ  
ー ル 部 材 と 、
　 を 備 え 、
　 前 記 シ ー ル 部 材 の 先 端 部 の 厚 さ は 、 基 端 側 か ら 先 端 側 に 向 か う に つ れ 徐 々 に 減 少 さ れ る
　 こ と を 特 徴 と す る 船 積 み 用 雨 除 け 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 シ ー ル 部 材 の 基 端 部 は 、 前 記 ス ラ イ ド 式 ハ ッ チ カ バ ー に 対 し 垂 直 な 向 き に 配 置 さ れ  
る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 船 積 み 用 雨 除 け 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 シ ー ル 部 材 の 先 端 部 は 、 自 然 状 態 に お い て 、 先 端 側 が ハ ッ チ 口 側 ま た は 反 ハ ッ チ 口  
側 に 向 く よ う 湾 曲 さ れ て い る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 船 積 み 用 雨 除 け 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 シ ー ル 部 材 の 基 端 部 は 、 ブ ラ ケ ッ ト を 介 し て 前 記 基 部 の 側 面 部 に 着 脱 可 能 に 取 り 付  
け ら れ る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 船 積 み 用 雨 除 け 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 シ ー ル 部 材 よ り 軟 質 の 弾 性 材 料 に よ り 形 成 さ れ 、 前 記 基 部 の 側 面 部 に 着 脱 可 能 に 取  
り 付 け ら れ る 基 端 部 と 、 前 記 基 端 部 か ら 下 方 に 延 び て 前 記 ス ラ イ ド 式 ハ ッ チ カ バ ー に 接 触  
さ れ る 先 端 部 と を 有 す る 追 加 シ ー ル 部 材 を さ ら に 備 え る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 船 積 み 用 雨 除 け 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 追 加 シ ー ル 部 材 は 、 多 孔 質 の 弾 性 材 料 に よ り 形 成 さ れ る
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　 請 求 項 ５ に 記 載 の 船 積 み 用 雨 除 け 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 追 加 シ ー ル 部 材 の 基 端 部 は 、 追 加 ブ ラ ケ ッ ト を 介 し て 前 記 基 部 の 側 面 部 に 着 脱 可 能  
に 取 り 付 け ら れ る
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 船 積 み 用 雨 除 け 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 弾 性 材 料 の シ ー ト に よ り 形 成 さ れ 、 前 記 基 部 の 底 面 部 に 取 り 付 け ら れ る 基 部 シ ー ル 部 材  
を 備 え る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 船 積 み 用 雨 除 け 装 置 。


	header
	written-amendment

